
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつもお世話になります。そろそろ新春の風物詩、箱根駅伝が話題に上る時期となりました。長い道のりを一人

黙々と走り続け、次の走者にたすきを渡す選手の姿に、観客である私たちはどこかで「人生」を重ねて見ていま

す。今年のたすきを来年へと手渡す準備は整ったでしょうか。それでは良いお年をお迎えください。 

時間を使い、積極的なスキルアップを目指すビジネスマンが増えています。資格取得の専門

学校などでは早朝クラスが増設され、仕事や通勤ラッシュの影響がなく参加しやすいと人気

です。出勤前の早朝に開かれる異業種交流会や勉強会も多様化し、人脈作りや情報交換に

一役買っています。早起きには三文以上のメリットがあると言えそうですね。 

朝の活動「朝活」がブームです。ジョギングやヨガ、読書など 

ゆとりある時間を楽しむだけでなく、脳が一番活性化する朝の 

今月の商売のヒント：【脆い（もろい）「GNP商売」】 
 

義理と人情の狭間で悩むのは、任侠映画の世界だけではありません。経営者も事あるごとに義理を立てるか人情

を重んじるかと悩み、選択を迫られ、時に判断ミスで自分の首を絞めたりします。 

商売で義理を欠けば致命的。片や人情は、自分の力量範囲なら事は丸く収まって 

も、力量を超えた人情はだれのためにもなりません。また、義理と人情だけでも 

やっかいというのに、さらに「袖の下」まで持ち出す人もいます。ある業界では 

これを「GNP」と呼ぶそうです。Ｇは義理。Ｎは人情。Ｐはプレゼント。いわゆる 

「できない営業マンの奥の手」です。 

そのような営業マンがお客様に勧めるのは、相手に必要な商品ではなく、自分に 

都合の良い商品です。だからといって作為があるわけでもなく、会社の方針に従順な

だけのこと。お客様から搾取することもない代わりに、お客様のニーズに合った商品を提供するだけの知識もキャ

リアもありません。だから「GNP」に頼るしかないのです。 

「たしかあのときお世話しましたよね」と過去の貸しを逆手にとり、「私を助けると思ってお願いしますよ」と人情に

訴え、見え透いた手土産で恩を売るのが当たり前の時代もありました。「GNP」でつながった関係が、後に破綻を来

たした例はいくらでもあります。一方で優秀な営業マンは「商品」ではなく「自分」を売ると言われます。この人だ

から安心、この人なら任せたい、そんな「ひと対ひと」の 

営業は「GNP」の真逆です。しかも、義理や人情やプレゼントからスタートした 

関係ではないからこそ、いざという時に義理人情で助けてもらえたり、物で表す 

感謝の気持ちが顧客との関係を深めることに役立ったりもします。 

『三匹の子ブタ』という童話にたとえれば、「GNP商売」はワラや木の枝で建てた 

家のようなもの。強い風が吹いたら簡単に吹き飛んでしまう脆い商売の典型です。 

まっとうな商売をする人は「ひと対ひと」でレンガの家を構築していきましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【納税額が間違っていたことに気がついたら？】 
 

誤って税金を多く納めていたり、もしくは少なく納めていたことに気がついた場合、 

どのように対処すればよいでしょうか？ 

現在、所得税や法人税など多くの税金は、納税者自らが計算をして納める、いわゆる 

「申告納税制度」という方法がとられています。計算間違いなどで税金が正しく納められていなかった場合には、

訂正をすることになるのですが、「多く納めていた場合」と「少なく納めていた場合」とでは訂正の仕方が異なり

ます。 

まず、「多く納めていた場合」は、「更正の請求書」という書類に訂正事項を記載して提出します。その際の注意点

は、原則として申告の期限から１年以内でなければならないということです。つまり、何年か経過したあとに多く納

めていた事実に気がついても、原則として税務署は受け付けてくれません。 

一方、「少なく納めていた場合」は、「修正申告書」を提出して丌足している税金を納めることになります。少し丌

平等に感じられるかもしれませんが、修正申告の場合は、更正の請求のような１年以内という期限はありません。

なお、「更正の請求」「修正申告」のいずれも国税通則法に沿って、基本的に本来の税金とは別に利息（還付加算

金・延滞税）が発生します。 

ＵＲＬ ： http://csk-i.com/ 

E-mail ： cyuou@csk-i.com 
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旭川市７条通１３丁目 59番地 4 

【第一生命保険相互会社の株式会社化に伴う株式の課税について】 
 
平成 22 年 4 月に第一生命保険株式会社が東証一部に上場しました。この上場に伴い、第一生命は発行株式数の

1,000 万株のうち約半数を保険契約者や取引先、金融機関へ割り当てています。株式を割り当てられた人たちは、

割り当てにより受けた経済的利益について、個人であれば平成 22年分の一時所得とし、法人であれば平成 22年

4月 1日付で益金算入しなければなりません。 

株式割り当てについては、上場時の売り出し価格は約 14万円(今後 14万円と表示）でしたので、1株の割り当てが

あれば、14万円×1株＝14万円が収入金額または益金金額となります。 

【個人の場合】 

一時所得には 50万円の特別控除が認められています。 

例えば、割り当てられた株式数が 1株で、他に一時所得となるものがなければ、一時所得の収入金額は 14万円 

ですので、50万円の特別控除の範囲内となり課税されることはありません。 

【法人の場合】 

例えば、法人が 1株割り当てられた場合は、14万円が益金となりますので、帳簿では以下のような仕訳を起こし 

ます。   （借方） 有価証券 14万円 ／ (貸方） 雑収入 14万円 

また、１株未満の端株分がある場合や、株式の割り当てを希望しなかった場合は、金銭による割り当てを受けるこ

とになります。金銭による割り当てのあった場合は、第一生命から実際に受け取った金額が収入金額となり、個人

は一時所得として、法人は益金算入して処理することとなります。また、株式割り当てと金銭割り当ての両方があ

った場合は、合計額を収入金額または益金として計算することになります。 

詳しくは担当者、当事務所まで連絡ください。 

 


